
土地利用に関する問い合わせ先一覧（佐賀市） は佐賀市において該当なし

１　都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要 R7.4.1

□ 古都保存法 □
都市緑地法

（緑化推進課）
□

生産緑地法

（都市政策課）

□ 特定空港周辺特別措置法 □
景観法　本庁6階

（建築指導課）0952-40-7172
□

大都市地域における住宅及び住宅地の

供給の促進に関する特別措置法

□
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施

設の再配置の促進に関する法律

（都市政策課）

□
被災市街地復興特別措置法

（都市政策課）
□

新住宅市街地開発法

（都市政策課）

□
新都市基盤整備法

（都市政策課）
□ 旧市街地改造法 □

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発

区域の整備に関する法律

□
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域

の整備及び開発に関する法律
□

流通業務市街地整備法

（都市政策課）
□

都市再開発法　本庁6階

（都市政策課）0952-40-7163

□
沿道整備法

（都市政策課）
□

集落地域整備法

（都市政策課）
□

密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律

（都市政策課）

□
港湾法（諸富港）

※佐賀県にお尋ねください

（代表番号）0952-24-2111

□
住宅地区改良法

（都市政策課）
□

公有地の拡大の推進に関する法律

本庁5階（用地対策課）0952-40-7155

□
農地法　本庁4階

（農業委員会）0952-40-7341
□ 首都圏近隣緑地保全法 □

都市公園法　本庁6階

（緑化推進課）0952-40-7162

□

自然公園法　本庁6階

（緑化推進課）0952-40-7162

※大和、富士、三瀬方面は北部建設事務所

（富士支所1階）0952-58-2863

□

宅地造成及び特定盛土等規制法

(旧・宅地造成等規制法）

法第10条　宅地造成工事規制区域

法第45条　造成宅地防災区域

（建築指導課）

□
近畿圏の保全区域の整備に関する

法律

□
河川法　本庁5階

（建設監理課）0952-40-7180
□

特定都市河川浸水被害対策法

（河川砂防課）
□

海岸法　※佐賀県にお尋ねください

（代表番号）0952-24-2111

□

砂防法　本庁5階

（河川砂防課）0952-40-7181

※詳細は、佐賀県にお尋ねください。

（県：代表番号）0952-24-2111

□

地すべり等防止法　本庁5階

（河川砂防課）0952-40-7181

※詳細は、佐賀県にお尋ねください。

（県：代表番号）0952-24-2111

□

急傾斜地法　本庁5階

（河川砂防課）0952-40-7181

※詳細は、佐賀県にお尋ねください。

（県：代表番号）0952-24-2111

□
森林法　富士支所1階

（森林整備課）0952-58-2183
□

道路法　本庁5階

（建設監理課）0952-40-7175
□

全国新幹線鉄道整備法

※佐賀県にお尋ねください

（代表番号）0952-24-2111

□
土地収用法　本庁5階

（用地対策課）0952-40-7155
□

文化財保護法　大財別館2階

（文化財課）0952-40-7368
□

航空法　※佐賀県にお尋ねください

（佐賀空港事務所）0952-46-0150

□
国土利用計画法　本庁6階

（建築指導課）0952-40-7173
□

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

※佐賀県にお尋ねください

（代表番号）0952-24-2111

□
土壌汚染対策法　旧清掃センター

（環境保全課）0952-30-2436

□
下水道法　上下水道局

（業務課）0952-33-1313
□

水道法　上下水道局

（業務課）0952-33-1313
□

浄化槽法　上下水道局

（市：給排水設備課）0952-34-5047

※県：佐賀県にお尋ねください

（代表番号）0952-24-2111

□

高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律　　　本庁6階

（駐車場：都市政策課）0952-40-7163

（建築指導課）0952-40-7171

□
津波防災地域づくりに関する法律

（危機管理防災課）
□

電波障害に関すること

九州総合通信局（熊本）096-326-7859

□

名称：

□未・□済/平成　　年　　月　　日　　　号

令和　　年　　月　　日

□有→□未定・□確定（　　円　/ 　□交付・□徴収）　□無

２　宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する造成宅地防災区域内か否か　　本庁６階（建築指導課）0952-40-7173

□外

□内

ア.　土砂災害警戒区域 □外・□内

イ.　土砂災害特別警戒区域 □外・□内

３　当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か　　　本庁5階（河川砂防課）0952-40-7181

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は、佐賀県にお尋ねください。（県：代表番号）0952-24-2111

① 法    令    名

都市再生特別措置法　本庁６階　（都市政策課）　0952-40-7163

土砂災害防止法

清算金交付・徴収の帰属先

　造成宅地防災区域

制限内容

②

土地区画整理法

本庁6階

（都市政策課)

0952-40-7163

宅地造成及び特定盛

土等規制法

清算金

区画整理

仮換地指定

換地処分公告日（予定）


